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新型コロナウイルス緊急対策の実施 

 

中国を中心に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症対策について、国において

帰国者等への支援、国内感染対策の強化などに向けた緊急対応策が閣議決定されたことを

踏まえ、本県においても、感染対策の強化、中小企業等への支援のための緊急対策を実施 

 
 

１ 感染対策の強化                          64,000 千円 

(国庫 32,000、一般 32,000) 

 

(1) 帰国者・接触者相談センターの設置（2月 7日（金）に設置済み） 

   感染疑い等に関する県民からの相談に対応するとともに、帰国者・接触者相談外来

につなぐための相談センター設置 

○設置場所 県内 12健康福祉事務所（夜間、休日は疾病対策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 帰国者・接触者外来の設置                    64,000 千円 

(国庫 32,000、一般 32,000) 

県内指定医療機関に設置する帰国者・接触者外来の感染症予防医療体制を強化する

ため、設備整備費を支援 

   ○ 補助対象 帰国者・接触者外来を設置する医療機関 

   ○ 対象設備 空気清浄機、パーテーション、防護服(医療用マスク、手袋等含む)、 

簡易ベッド 

   ○ 箇 所 数 40 箇所 

   ○ 補助基準  1,600 千円/施設 

   ○ 補 助 率  10/10 

   ○ 負担割合 国 1/2、県 1/2 

作成年月日 令和２年２月１４日 

作成部局名 
企画県民部企画財政局 
財 政 課 

相談窓口 電話番号 相談窓口 電話番号

芦屋健康福祉事務所 0797-32-0707 朝来健康福祉事務所 079-672-0555

宝塚健康福祉事務所 0797-62-7304 丹波健康福祉事務所 0795-73-3765

伊丹健康福祉事務所 072-785-9437 洲本健康福祉事務所 0799-26-2062

加古川健康福祉事務所 079-422-0002

加東健康福祉事務所 0795-42-9436

中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234

龍野健康福祉事務所 0791-63-5140

赤穂健康福祉事務所 0791-43-2321

豊岡健康福祉事務所 0796-26-3660

・平日（9時00分～17時30分）

その他の相談窓口

疾病対策課

・平日（9時00分～17時30分）
                    078-362-3264

・休日､夜間（17時30分～翌9時00分）

                    090-3265-8583
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２ 中小企業等への支援  

 

(1) 運転資金・設備資金支援－経営円滑化貸付の強化     （既定の融資枠で対応） 

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受ける県内中小企業に対し、県制度融

資の要件緩和を行い、その資金繰りを支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 既往債務の弾力的な取扱いの要請 

   金融機関に対して既往債務に係る返済緩和のための条件変更等弾力的な運用を要請 

 

(3) 金融対策特別相談窓口の設置（1月 31日（金）に設置済み） 

   中小企業・小規模事業者対象の相談窓口を設置し、経営等に関する相談に対応 

  ○ 資金繰りに関すること 

    ・ 設置場所 産業労働部地域金融室 

    ・ 電  話 ０７８－３６２－３３２１ 

    ・ 受付時間 平日午前９時～午後５時 30分 

  ○ その他経営に関すること 

    ・ 設置場所 ひょうご・神戸経営相談センター 

    ・ 電  話 ０７８－９７７－９０７９ 

    ・ 受付時間 平日午前９時～午後５時 

経営円滑化貸付  〔現行〕
経営円滑化貸付  〔今回〕

(新型コロナウイルス対策貸付）

県内で１年以上同一事業を営む中小企
業者等で下記に該当するもの

・最近３ヶ月間の売上高等が前年同期
に比べて５％以上減少している者

新型コロナウイルスの流行により影響
を受けている県内の中小企業者等で次
に該当するもの
・最近１ヶ月間の売上高等が前年同期
に比べて５％以上減少している者

運転資金 運転資金・設備資金

１．９５％ １．５０％

貸付利率 ０．８０％ ０．７０％

保証料率 １．１５％ ０．８０％　※

１企業・１組合
１億円

１企業・１組合
２億８０００万円

１０年以内（うち据置２年以内） 同　左

－
令和２年６月末融資実行分まで

※2月25日(火)を目途に
融資申込み受付開始

※　セーフティネット保証を利用した場合（一般保証を利用する場合は第5区分で1.15%）
　　保証の別枠として2.8億円が利用可能

適用期間

区　分

対象者

資金使途

貸付利率＋
保証料率

貸付限度額

融資期間
(据置期間)



参 考 
 

国の新型コロナウイルス対策の概要 
 

Ⅰ 対策総額 １５３億円（うち予備費１０３億円） 

       ※別途日本政策金融公庫等に緊急貸付・保証枠として 5,000 億円を確保 

 

Ⅱ 対策概要 

１ 帰国者等への支援：30 億円 

  ○帰国者等の健康管理、感染拡大防止のための支援 

   ・DMAT,DPAT など医療関係者の派遣 

  ○帰国者等の円滑な社会復帰等の支援 等 

 

２ 国内感染対策の強化：65 億円 

  ○病原体の迅速な検査体制の強化等 

   ・全国の地方衛生研究所の検査体制の拡充 

   ・国立感染症研究所の多量検体検査システムの緊急整備 等 

  ○感染症指定医療機関等の治療体制・機能の強化 

  ・帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者相談センターの設置支援 

  ・国立国際医療研究センター等の治療法開発の加速化 

  ○マスク、医薬品等の円滑な供給体制の確保 

   ・都道府県が備蓄している防護服を感染症指定医療機関等へ振り分け 

 

 ３ 水際対策の強化：34 億円 

  ○全国の検疫所等の検査体制・機能の強化 

  ○入国管理の更なる強化 

 

 ４ 影響を受ける産業等への緊急対応：6億円 

  ○中小企業支援関係機関に経営相談窓口を設置 

  ○中小企業の資金繰り支援（緊急貸付・保証枠として 5,000 億円を確保） 

   ・日本政策金融公庫の実施するセーフティネット貸付の要件緩和 

   ・セーフティネット保証５号（業種指定、80%保証）の実施 

   ・自治体の要請に基づくセーフティネット保証４号（100%保証）の実施 

  ○政府系金融機関や信用保証協会に対する事業者からの返済緩和のための条件変

更の要望等への柔軟な対応の要請 

  ○訪日外国人旅行者等に対する正確な情報発信 

  ○雇用調整助成金の要件緩和 

 

 ５ 国際連携の強化等：18 億円 

  ○感染症対策に係る国際支援 



 

 

新型コロナウイルスへの対策に関する申し入れ 

 

 

昨年 12 月の中国に端を発した新型コロナウイルスは、世界保健機

関(WHO)において「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該

当するとの宣言が出され、国際的な脅威となっている。 

本県においては患者の発生は確認されていないものの、大阪府や

京都府、奈良県で患者が発生したのをはじめ、船舶を含めると国内

では 100 人を超える患者が確認されるなど、感染拡大を警戒しなけ

ればならない状況にある。 

県では、感染症対策の徹底などの注意喚起を行うとともに、兵庫

県新型コロナウイルス感染症警戒本部（本部長：防災監）の設置や

検査体制の整備、各種相談窓口の設置など、県民の安全・安心を確

保するための対策を既に講じているところではあるが、一連の事態

に伴って、入込客数の減少による観光産業等への影響や、中国での

製造業等の操業休止による県内企業への影響も懸念される。加えて、

医療体制の強化など県民の安全を守るための対策も一層重要になる

ものと考える。 

ついては、新型コロナウイルスに関して県民の安全・安心を確保

するため、下記の点について強く要望する。 

  

 

記 

 

今後の事態の変化も見据えつつ、県民の安全・安心を確保するた

るため、国など関係機関との緊密な連携のもと、新型コロナウイル

スへの適切な対策について、一層の強化を図ること。 

 

 

 



 

令和２年２月１４日 

 

 

兵庫県知事  井戸 敏三 様 
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            幹 事 長  内 藤 兵 衛 
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            幹 事 長  上 野 英 一 

 

 

 

兵庫県議会公明党・県民会議議員団 

            幹 事 長  谷 井 いさお 


